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ＰＦＩ導入可能性調査業務委託ＰＦＩ導入可能性調査業務委託ＰＦＩ導入可能性調査業務委託ＰＦＩ導入可能性調査業務委託    仕様書仕様書仕様書仕様書 

 

 

第１章第１章第１章第１章    総則総則総則総則    

    

１１１１    適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    

本仕様書は、「周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営ＰＦＩ導入可能性

調査業務」に適用する。 

  

２２２２    業務業務業務業務の目的の目的の目的の目的 

周南市（以下、「本市」という。）では、老朽化の著しい徳山西及び新南陽学校給食

センターの代替施設として、（仮称）西部地区学校給食センター（以下、「新センター」

という。）を整備することとしている。  

  本業務は、新センターの概要や事業の進め方を検討するとともに、効率的な施設整備

と事業運営に向けて、民間の資金や経営ノウハウの活用について調査するほか、様々な

整備手法を比較検討し、最適な事業方式の選定に資するものである。 

 

３３３３    業務期間業務期間業務期間業務期間    

  契約締結日の翌日から平成２８年１１月１０日（木）まで 

 

４４４４    受託者の義務受託者の義務受託者の義務受託者の義務    

  受託者は、本業務を遂行するにあたって、本市の意図及び目的を十分に理解した上で、

経験豊富かつ業務内容に精通した者を定め、また、適正な人員を配置し、正確丁寧にこ

れを行わなければならない。 

 

５５５５    業務に係る指示業務に係る指示業務に係る指示業務に係る指示    

  受託者は、本業務を遂行するにあたり、関係法令、契約書及び本仕様書を遵守すると

ともに、本市担当職員と常に密な連絡を取り、その指示に従わなければならない。 

 

６６６６    協議内容協議内容協議内容協議内容    

  協議内容については、受託者側で要点筆記等により協議録を簡潔に作成する。 

 

７７７７    協議協議協議協議資料資料資料資料    

  受託者は、協議に用いた資料について、本市担当者宛てに速やかにデータ送付を行う。 

 

８８８８    秘密の保持秘密の保持秘密の保持秘密の保持    

  本業務の実施により知り得た市の各種情報及び個人情報については、その取り扱いを

厳重に行い、第三者に漏洩することのないようにすること。 

 

 

【別紙１】  
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９９９９    疑義疑義疑義疑義    

  受託者は、本仕様書に明記されていない事項及び業務内容に疑義が生じたときは、速

やかに市担当者と協議し、指示を受けなければならない。 

 

第第第第２２２２章章章章    業務内容業務内容業務内容業務内容    

 

１１１１    前提条件の整理前提条件の整理前提条件の整理前提条件の整理    

現在の学校給食センターの現状を把握し、新センターの施設計画、運営計画、業務内

容、事業スケジュール等の事業計画全体の整理を行う。 

⑴ 建設予定地  周南市福川南町２５７３－３６地内 

⑵ 敷 地 面 積  約１０，０００㎡ 

⑶ 給 食 数  約４，０００食 

⑷ 供 用 開 始  平成３２年４月（予定） 

 

２２２２    基本仕様及び基本性能の検討、整理基本仕様及び基本性能の検討、整理基本仕様及び基本性能の検討、整理基本仕様及び基本性能の検討、整理    

  上記１で整理された内容に基づき、新センターに求められる機能を検討、整理する。

また、機能を盛り込んだセンターを稼働させるために必要な維持管理・運営業務につい

ても検討・設定を行う。 

  ここでまとめた基本条件は、概算工事費及び維持管理費等を算定するための根拠とす

る。 

 

３３３３    事業費の概算事業費の概算事業費の概算事業費の概算    

  施設及び管理業務に係る基本仕様・性能に基づき、事業費の概算を行う。 

概算については、ライフサイクルコストとして１５年分を算定すること。算定の際の

事業手法は、分離・分割発注方式（従来手法）によるものとし、実質的な予定価格また

は民間活力活用手法を検討する際のＶＦＭ算定の根拠とすること。 

 

【活用予定の国庫補助金・地方債】 

⑴ 国庫補助金 

  ア 学校施設環境改善交付金（学校給食施設） 

 ※補助率…３分の１ 

⑵ 地 方 債 

ア 学校教育施設等整備事業債 

     ※起債充当率…通常分７５％、財源対策債１５％ 

     ※交付税措置…通常分なし、財源対策債５０％ 

  イ 公共施設最適化事業債 

     ※起債充当率…９０％（交付税措置５０％） 

     ※徳山西・新南陽の両センター集約後の延床面積減が前提条件 
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４４４４    最適事業方式の選定最適事業方式の選定最適事業方式の選定最適事業方式の選定    

⑴⑴⑴⑴    事業事業事業事業方式方式方式方式の比較検討の比較検討の比較検討の比較検討    

  従来型（直営）事業方式、設計・施工一括発注方式（ＤＢ方式）、設計・施工・維持

管理運営一括発注方式（ＤＢＯ方式）及びその一括発注方式に民間資金を活用して事

業を実施する方式（ＰＦＩ方式：ＢＯＴ、ＢＴＯ他）等により実施する場合の事業範

囲、事業期間、官民の役割分担及びリスク管理等について検討・比較を行い、本事業

に適した事業方式の検討を行う。 

 

    ⑵⑵⑵⑵    事業スキームの詳細検討事業スキームの詳細検討事業スキームの詳細検討事業スキームの詳細検討    

⑴の比較検討を踏まえ、想定される事業方式について、サービス対価の支払方法等

の留意事項を整理した上で、事業スキームの詳細検討を行う。 

 

 

    ⑶⑶⑶⑶    ＶＦＭＶＦＭＶＦＭＶＦＭ（支払に対するサービスの価値（支払に対するサービスの価値（支払に対するサービスの価値（支払に対するサービスの価値））））の検討の検討の検討の検討    

   従来型事業方式と適用可能性が高いと評価できる民間活力活用手法について、公的

財政負担の見込額を算出・比較し、ＶＦＭを試算・評価する。 

 

    ⑷⑷⑷⑷    総合評価総合評価総合評価総合評価    

定量的な評価（ＶＦＭ等）と定性的な評価を整理し、本事業に対する民間活力活用

手法の適用可能性を総合的に評価・比較する。 

 

５５５５    市場調査市場調査市場調査市場調査    

  事業内容及び事業手法に係る検討結果に関して、調理企業など民間事業者を対象とし

た調査（アンケート２０社、ヒアリング１０社程度）を実施することにより、民間事業

者の事業への参入可能性を把握し、その意見の反映を図る。 

 

６６６６    実施方針実施方針実施方針実施方針（（（（基本方針基本方針基本方針基本方針））））作成等作成等作成等作成等    

  前項までの検討でＰＦＩ手法が最適な事業手法と評価される場合、特定事業の選定に

関する事項、事業者募集や選定、リスク分担に関する事項等を整理した上で、公募資料

の基礎となる実施方針（案）を検討・作成する。 

  ＰＦＩ以外の手法（ＤＢ等）が最適な事業手法と評価される場合については、事業実

施に係る基本方針を取りまとめる。 

 

７７７７    報告書の作成報告書の作成報告書の作成報告書の作成    

  検討成果を報告書として取りまとめる。 
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第第第第３３３３章章章章    その他その他その他その他    

    

１１１１    業務の進め方業務の進め方業務の進め方業務の進め方    

  給食センターの現状、本市の財政事情、諸調査を踏まえ、市職員と十分協議を行い、

実現性と市場性の高い内容とすること。 

 

２２２２    成果品成果品成果品成果品    

⑴ 報告書（Ａ４版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本）  ２０部 

⑵ 報告書概要版（同上：報告書を要約したもの）      ５０部 

⑶ 電子データ（（１）と（２）、ホームページ用を含む）   一式 

⑷ 各種資料・図面等（電子データ、紙ベース）       一式 

 

３３３３    検査検査検査検査    

  本業務は、本市の検査合格後、成果品一式を納品し、業務の完了とする。 

なお、納品後の成果品に記入漏れ、不備又は誤りが発見された場合、受託者は速やか

に訂正しなければならない。 

 

 

４４４４    著作権等著作権等著作権等著作権等    

⑴ 受託者は、著作権法に基づく権利処理が必要なものを使用する際は、適宜その処理

を行なうこと。 

⑵ 本業務委託にかかる成果物の著作権は、納入時に市に帰属するものとする。 

⑶ 受託者は、著作権法第２１条、第２６条の２、第２６条の３、第２７条及び第２８

条に規定する権利も市に移転し、受託者に留保されないものとする。 

⑷ 第三者が著作権を有する成果物については、受託者は受託者の責任において、本市

の使用に支障が出ないように当該権利を移転し、または、その使用承諾を受けさせた

ものとする。 


